
埋 蔵 文 化 財 取 り 扱 い の 流 れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発事業の立案 

埋蔵文化財等の所在地についての確認（遺跡地図） 

埋蔵文化財包蔵地内 埋蔵文化財包蔵地外 

「埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘の

届出書」の提出（１部）（法 93条・94条） 

 

指示・勧告 

発掘調査 工事立会 慎重工事 その他 

試掘調査「埋蔵文化財の有無確認に

ついて（依頼）」の提出（１部） 

遺跡有り 遺跡無し、または施工深度が遺構面にまで達しない。 

調査体制・期間・費用等について協議 

計画変更 

発掘調査協定書の締結 

発掘調査の実施 

現状保存 記録保存 

現場作業終了 

整理作業・出土遺物の処理 

報告書刊行 

遺跡調査終了 

工  事  着  手 

※工事立会の結果、

発掘調査が必要と

判断された場合。 

工 事 着 手 

※工事中に遺跡等を発見した場合は、

速やかに亀山市まちなみ文化財グル

ープへ届け出て、以後の対応につい

て協議してください。 

届出書・依頼書の提出にあたり、土地所有者の

承諾書を必ず添付してください。 

※工事中、新たに遺跡等を発見した場合は、

速やかに亀山市まちなみ文化財グループ

へ届け出て、以後の対応について協議し

てください。 


